
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
・
復
興
庁
・
総
務
省
・
法
務
省
・

外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林

水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛

省
令
第
一
号

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
事
務
取
扱
規
則

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令

第
百
二
十
四
号
）
第
十
二
条
、
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
特
別
会
計
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
及
び
同

令
を
実
施
す
る
た
め
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
事

務
取
扱
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
総
括
部
局
長
の
指
定
の
通
知
）

第
一
条
　
復
興
大
臣
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る

総
括
部
局
長
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、

高
裁
判
所

長
官
、
会
計
検
査
院
長
及
び
他
の
所
管
大
臣
（
特
別
会

計
に
関
す
る
法
律
（
別
表
第
二
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
の
内
閣
総
理
大
臣
及

び
各
省
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
所
管
部
局
長
の
指
定
の
通
知
）

第
二
条
　
所
管
大
臣
は
、
令
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す

る
所
管
部
局
長
の
指
定
を
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
復
興
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
復
興
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
衆
議
院
議
長
、
参
議

院
議
長
、

高
裁
判
所
長
官
、
会
計
検
査
院
長
及
び
他

の
所
管
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
全
体
の
計
算
に
関
す
る
書
類
等
）

第
三
条
　
所
管
部
局
長
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
所
管
部
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

令
第
十
二
条
に
規
定
す
る
歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
、
繰

越
明
許
費
要
求
書
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
要
求
書
及
び

歳
入
歳
出
決
定
計
算
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
明
ら
か

に
し
た
書
類
を
作
成
し
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
期
限
ま

で
に
、
総
括
部
局
長
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
総
括
部
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
令
第
十
二
条
に
規
定
す
る
会
計
全
体
の
計
算
に
関
す

る
書
類
で
所
管
大
臣
の
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
所
管
部
局
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
作
成
し
、
別
表
第

二
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
総
括
部
局
長
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
済
額
集
計
表
及
び
支
出
済
額
集
計
表
の
様
式
）

第
四
条
　
令
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
徴
収
済
額
集

計
表
及
び
令
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
出
済
額

集
計
表
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
紙
第
一
号
書
式
及
び

第
二
号
書
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
徴
収
済
額
集
計
表
及
び
支
出
済
額
集
計
表
の
送
付
期

限
）

第
五
条
　
令
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
所
管
大
臣
の
定
め
る
期
限
は
、
毎
月
二
十
日

と
す
る
。

（
原
簿
科
目
及
び
補
助
簿
科
目
）

第
六
条
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
簿
に
記

載
す
る
科
目
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
助
簿
に
記
載

す
る
科
目
は
、
復
興
大
臣
が
定
め
る
。

（
情
報
開
示
に
関
す
る
書
類
）

第
七
条
　
所
管
部
局
長
は
、
令
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び

第
三
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
並
び
に

令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

げ
る
情
報
に
関
す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
作

成
し
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
期
限
ま
で
に
、
総
括
部
局

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
元
受
高
の
配
分
及
び
返
還
）

第
八
条
　
所
管
部
局
長
は
、
支
払
元
受
高
の
配
分
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
別
紙
第
三
号
書
式
に
よ
る
支

払
元
受
高
配
分
請
求
書
に
よ
り
総
括
部
局
長
に
そ
の
配

分
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
総
括
部
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
受
け

た
場
合
に
は
、
支
払
元
受
高
を
、
別
紙
第
四
号
書
式
に

よ
る
支
払
元
受
高
配
分
通
知
書
に
よ
り
所
管
部
局
長
に

配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
所
管
部
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
配
分
さ
れ
た
範
囲
内
で
、
支
払
元
受
高

を
、
別
紙
第
四
号
書
式
に
よ
る
支
払
元
受
高
配
分
通
知

書
に
よ
り
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅

令
第
百
六
十
五
号
。
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
お
い

て
「
予
決
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す

る
官
署
支
出
官
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
官
署

支
出
官
」
と
い
う
。
）
に
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
官
署
支
出
官
は
、
毎
会
計
年
度
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
配
分
を
受
け
た
支
払
元
受
高
の
う
ち
、
年
度
内
に
支

出
を
終
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

を
別
紙
第
五
号
書
式
に
よ
る
支
払
元
受
高
返
還
通
知
書

に
よ
り
、
翌
年
度
の
五
月
六
日
ま
で
に
、
所
管
部
局
長

に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
所
管
部
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
官
署
支
出
官

か
ら
返
還
を
受
け
た
支
払
元
受
高
を
集
計
し
、
こ
れ
を

別
紙
第
五
号
書
式
に
よ
る
支
払
元
受
高
返
還
通
知
書
に

よ
り
、
当
該
翌
年
度
の
五
月
十
日
ま
で
に
、
総
括
部
局

長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

歳
入
歳
出
予
定
計
算
書
等

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
書
類

送
付
期
限

一
　
歳
入
歳
出
予
定
計
算

書
、
繰
越
明
許
費
要
求
書

及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為

要
求
書
に
係
る
書
類

予
決
令
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
概
算
に
つ
い
て

閣
議
の
決
定
を
経
た
旨
の
財

務
大
臣
か
ら
の
通
知
が
あ
っ

た
日
の
翌
日

二
　
歳
入
歳
出
決
定
計
算

書
に
係
る
書
類

翌
年
度
の
七
月
十
五
日
。
た

だ
し
、
財
務
省
所
管
分
に
つ

い
て
は
、
翌
年
度
の
七
月
二

十
日
。

別
表
第
二
（
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

会
計
全
体
の
計
算
に
関
す
る
書
類

送
付
期
限

一
　
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

三
十
四
号
）
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
歳
入
、
歳
出
、
繰
越
明
許
費
及
び

国
庫
債
務
負
担
行
為
の
見
積
り
に
関
す

る
書
類

前
年
度
の
八
月

十
五
日

二
　
令
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
歳

入
歳
出
予
定
額
各
目
明
細
書

予
算
が
国
会
に

提
出
さ
れ
た
日

の
翌
日

三
　
支
出
負
担
行
為
等
取
扱
規
則
（
昭

和
二
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
八
号
）
第

二
条
又
は
第
三
条
に
規
定
す
る
収
入
予

定
総
表
又
は
支
払
計
画
予
定
総
表

別
に
定
め
る
場

合
を
除
き
、
各

四
半
期
の
開
始

前
二
十
二
日

四
　
予
決
令
第
十
七
条
に
規
定
す
る
移

用
又
は
流
用
を
必
要
と
す
る
理
由
、
科

目
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

移
用
又
は
流
用

を
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
つ

い
て
所
管
大
臣

の
決
定
が
あ
っ

た
日
の
翌
々
日

五
　
予
備
費
の
使
用
を
必
要
と
認
め
る

理
由
、
金
額
及
び
積
算
の
基
礎
を
明
ら

か
に
し
た
財
政
法
第
三
十
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
調
書

予
備
費
の
使
用

を
必
要
と
認
め

る
こ
と
に
つ
い

て
所
管
大
臣
の

決
定
が
あ
っ
た

日
の
翌
々
日

六
　
予
備
費
を
も
っ
て
支
弁
し
た
金
額

に
つ
い
て
の
財
政
法
第
三
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
調
書

四
月
か
ら
十
二

月
分
ま
で
に
つ

い
て
は
十
二
月

末
日
、
一
月
か

ら
三
月
分
ま
で

に
つ
い
て
は
翌

年
度
の
七
月
二

十
日

七
　
財
政
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
繰
越
計
算
書

当
該
年
度
の
三

月
十
五
日

八
　
財
政
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規

定
す
る
繰
越
し
に
係
る
通
知
書

翌
年
度
の
四
月

三
十
日

九
　
法
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
債
務
に
関
す
る
計
算
書

翌
年
度
の
七
月

十
五
日

十
　
物
品
管
理
法
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
十
三
号
）
第
三
十
七
条
に
規
定

す
る
物
品
の
毎
会
計
年
度
間
に
お
け
る

増
減
及
び
毎
会
計
年
度
末
に
お
け
る
現

在
額
の
報
告
書

同
右

十
一
　
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四

号
）
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
債
権
の

毎
年
度
末
に
お
け
る
現
在
額
の
報
告
書

翌
年
度
の
七
月

二
十
日

別
表
第
三
（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

借
方
科
目

租
税

他
会
計
よ
り
受
入

公
債
金

公
共
事
業
費
負
担
金
収
入

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
費
負
担
金
収
入

附
帯
工
事
費
負
担
金
収
入

雑
収
入

前
年
度
剰
余
金
受
入

一
時
借
入
金

国
庫
余
裕
金
繰
替

貸
方
科
目

国
会高

裁
判
所

会
計
検
査
院

内
閣

内
閣
府

デ
ジ
タ
ル
庁

復
興
庁

総
務
省

法
務
省

外
務
省

財
務
省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

1



国
土
交
通
省

環
境
省

防
衛
省

整
理
科
目

預
託
金

翌
年
度
繰
越
剰
余
金

別
表
第
四
（
第
七
条
関
係
）

情
報
開
示
に
関
す
る
書
類

送
付
期
限

一
　
令
第
三
十
四
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
書

類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
明

ら
か
に
し
た
書
類

翌
年
度
の
十
月
十
五
日

二
　
令
第
三
十
六
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
に
関

す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

書
類

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

十
五
号
）
の
施
行
の
日
の

翌
日
（
令
第
三
十
六
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情

報
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
当
該
変
更
の
あ
っ

た
日
の
翌
日
）

三
　
令
第
三
十
六
条
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
に
関

す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

書
類

予
算
を
国
会
に
提
出
し
た

日
の
翌
日

四
　
令
第
三
十
六
条
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
情
報
に
関

す
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
た

書
類

決
算
を
国
会
に
提
出
し
た

日
の
翌
日

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
四
年
度
の
予
算
に
つ
い
て
の
令
第
三

十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
に
関
す
る
事
項

を
明
ら
か
に
し
た
書
類
の
送
付
に
つ
い
て
は
、
別
表
第

四
第
三
号
中
「
予
算
を
国
会
に
提
出
し
た
日
」
と
あ
る

の
は
、
「
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
・
復

興
庁
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・

文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経

済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防
衛
省
令

第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
一
日
内
閣
府
・

復
興
庁
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務

省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産

省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
・
防

衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
内
閣
府
・
デ
ジ

タ
ル
庁
・
復
興
庁
・
総
務
省
・
法
務
省
・
外
務

省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農

林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境

省
・
防
衛
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
紙
第
１
号
書
式
（
第
４
条
関
係
）

別紙第１号書式（第４条関係） 

徴 収 済 額 集 計 表 

                         年度東日本大震災復興特別会計 

省所管   年  月分 

科   目 摘 要 

徴収決定済額 収納済歳入額 不納欠損額 

収納未済歳 

入 額 
備    考 

本月分 

本 月ま

での累 

計 

本月分 

本 月ま

での累 

計 

本月分 

本 月ま

での累 

計 

 

何（款） 

 何（項） 

  何（目） 

  何（目） 

 何（項） 

 円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

 ０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

現金払込仕訳 

前月までの払込未済  ０ 

本月中現金領収額    ０ 

本月中現金払込高    ０ 

翌月へ越高       ０ 

年  月  日 

総括部局長宛 

 所管部局長  官職 氏    名         

備考 

 １ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 

 ２ この報告書には、日本銀行の月計突合表の写しを添付するものとする。 

 ３ 最終ページに（項）の合計を付すものとする。 

 

別
紙
第
２
号
書
式
（
第
４
条
関
係
）

別紙第２号書式（第４条関係） 

支 出 済 額 集 計 表 

年度東日本大震災復興特別会計 

省所管   組織    年  月分 

科 目 

支払計画示

達額本月ま

での累計 

支   出   済   額 

備    考 
本月分 

本月れ 

い入額 

本 月 

科目等 

更正額 

本月分 

差引計 

前 月 

までの 

差引額 

差引額 

 

何（組織） 

何（項） 

  何（目） 

  何（目） 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

円 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

年  月  日 

総括部局長宛 

所管部局長 官職 氏   名  

備考 

 １ 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 

 ２ 最終ページに（項）の合計を付すものとする。 

 

 

別
紙
第
３
号
書
式
（
第
８
条
第
１
項
関
係
）

別紙第３号書式（第８条第１項関係） 

第     号  

年  月  日  

総括部局長宛 

所管部局長  官職 氏   名     

支払元受高配分請求書 

下記のとおり支払元受高の配分を請求する。 

記 

    年度東日本大震災復興特別会計 

配分請求額              円 

区 分 金 額 備 考 

今 回 請 求 額 円   

前 回 ま で 計   

合       計   

備考 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

2



別
紙
第
４
号
書
式
（
第
８
条
第
２
項
及
び
第
３
項
関
係
）

別紙第４号書式（第８条第２項及び第３項関係） 

第     号  

年  月  日  

所管部局長（官署支出官）宛 

総括部局長（所管部局長） 

                               官職 氏  名    

支払元受高配分通知書 

下記のとおり支払元受高を配分する。 

記 

    年度東日本大震災復興特別会計 

                    円 

備考 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 

 

別
紙
第
５
号
書
式
（
第
８
条
第
４
項
及
び
第
５
項
関
係
）

別紙第５号書式（第８条第４項及び第５項関係） 

第     号  

年  月  日  

所管部局長（総括部局長）宛 

官署支出官（所管部局長） 

官職 氏   名    

支払元受高返還通知書 
下記のとおり支払元受高を返還する。 

記 

    年度東日本大震災復興特別会計 

                    円 

備考 用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４とする。 
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